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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】操作者が、手元を見たままでも、送受信面の位
置又は送受信面の移動速度が予め定められた位置又は速
度になったことを知ることができる超音波診断装置を提
供する。
【解決手段】超音波診断装置は、発光部１２が設けられ
た超音波プローブ２と、超音波プローブ２によって形成
される超音波の送受信面の三次元空間における位置座標
を検出する位置検出部と、位置検出部で検出された送受
信面の位置座標に基づいて、送受信面の位置又は送受信
面の移動速度が予め定められた位置又は速度になったか
否かを判定する判定部と、判定部によって、送受信面の
位置又は送受信面の移動速度が予め定められた位置又は
速度になったと判定された場合に、発光部１２の発光状
態を変化させる発光制御部と、を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　三次元空間における被検体に対して超音波の送受信を行なう超音波プローブであって、
発光部が設けられた超音波プローブと、
　該超音波プローブによって形成される超音波の送受信面の前記三次元空間における位置
座標を検出する位置検出部と、
　該位置検出部で検出された送受信面の位置座標に基づいて、前記送受信面の位置又は前
記送受信面の移動速度が予め定められた位置又は速度になったか否かを判定する判定部と
、
　該判定部によって、前記送受信面の位置又は前記送受信面の移動速度が予め定められた
位置又は速度になったと判定された場合に、前記発光部の発光状態を変化させる発光制御
部と、
　を備えることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記判定部は、前記位置検出部によって前記三次元空間における位置座標が検出された
前記送受信面に、前記三次元空間において設定された前記被検体の注目部分が含まれる場
合に、前記送受信面の位置が予め定められた位置になったと判定することを特徴とする請
求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記三次元空間において設定された前記被検体の注目部分と、前記位置検出部によって
前記三次元空間における位置座標が検出された前記送受信面との距離を算出する距離算出
部を備え、
　前記判定部は、前記距離算出部で算出された距離が予め定められた距離になった場合に
、前記送受信面の位置が予め定められた位置になったと判定する
　ことを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記予め定められた距離は、複数の異なる距離であり、
　前記発光制御部は、前記複数の異なる距離に応じて、前記発光部の発光状態を変化させ
る
　ことを特徴とする請求項３に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記判定部は、前記送受信面の移動速度が零になった場合に、前記送受信面の移動速度
が予め定められた速度になったと判定することを特徴とする請求項１に記載の超音波診断
装置。
【請求項６】
　前記超音波プローブによって得られた超音波のエコー信号に基づいて、超音波画像のデ
ータを作成するデータ作成部と、
　二つのフレームの超音波画像のデータに対して相関演算を行なって、超音波画像の動き
を検出する動き検出部と、
　を備え、
　前記判定部は、前記送受信面の移動速度が零になったか否かを判定し、なおかつ前記動
き検出部によって超音波画像の動きが検出されたか否かを判定し、
　前記発光制御部は、前記判定部によって、前記送受信面の移動速度が零になったと判定
され、なおかつ前記動き検出部によって超音波画像の動きが検出されないと判定された場
合に、前記発光部の発光状態を変化させる
　ことを特徴とする請求項５に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記位置検出部は、前記超音波プローブに設けられて、前記三次元空間に設置された磁
気発生部で発生する磁気を検出する磁気センサを含むことを特徴とする請求項１～６のい
ずれか一項に記載の超音波診断装置。
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【請求項８】
　前記発光部の発光状態の変化は、輝度の変化又は色の変化であることを特徴とする請求
項１～７のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記発光部は、複数の発光部であり、該複数の発光部の発光状態の変化は、発光する発
光部の数の変化であることを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載の超音波診断
装置。
【請求項１０】
　三次元空間における被検体に対して超音波の送受信を行なう超音波プローブであって、
発光部が設けられた超音波プローブと、
　プロセッサーと、
を備えることを特徴とする超音波診断装置であって、
　前記プロセッサーは、
　前記超音波プローブによって形成される超音波の送受信面の前記三次元空間における位
置座標を検出する位置検出機能と、
　該位置検出機能で検出された送受信面の位置座標に基づいて、前記送受信面の位置又は
前記送受信面の移動速度が予め定められた位置又は速度になったか否かを判定する判定機
能と、
　該判定機能によって、前記送受信面の位置又は前記送受信面の移動速度が予め定められ
た位置又は速度になったと判定された場合に、前記発光部の発光状態を変化させる発光制
御機能と、
　をプログラムによって実行する
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１１】
　三次元空間における被検体に対して超音波の送受信を行なう超音波プローブであって、
発光部が設けられた超音波プローブと、
　プロセッサーと、
を備えることを特徴とする超音波診断装置の制御プログラムであって、
　前記プロセッサーに、
　前記超音波プローブによって形成される超音波の送受信面の前記三次元空間における位
置座標を検出する位置検出機能と、
　該位置検出機能で検出された送受信面の位置座標に基づいて、前記送受信面の位置又は
前記送受信面の移動速度が予め定められた位置又は速度になったか否かを判定する判定機
能と、
　該判定機能によって、前記送受信面の位置又は前記送受信面の移動速度が予め定められ
た位置又は速度になったと判定された場合に、前記発光部の発光状態を変化させる発光制
御機能と、
　を実行させることを特徴とする超音波診断装置の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、操作者が手元を見たまま超音波プローブによる超音波の送受信を行なう場合
であっても、超音波検査や治療などの質及び効率等を向上させることができる超音波診断
装置及びその制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置においては、被検体の内部の超音波画像をリアルタイム（ｒｅａｌ　ｔ
ｉｍｅ）で観察することができる。操作者は、超音波画像が表示される表示部を観察して
いるが、被検体に対する超音波の送受信を行なっている超音波プローブを持つ手元を見る
必要性が生じる場合がある。例えば、超音波ガイド（ｇｕｉｄｅ）下で穿刺を行なう場合
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、操作者は、穿刺針の刺入位置や角度について、実際の穿刺針を見たり、穿刺針と超音波
プローブの位置関係を見たりして確認することが必要である。また、操作者が、被検体の
身体の傾き、呼吸及び痙攣等の動きなどを観察しながら、超音波診断装置に超音波画像を
記録する場合、超音波画像と手元を交互に見ながら検査を行なうことが必要である。さら
に、操作者が、被検体の肋間に超音波プローブを位置させて検査を行なう場合において、
肋間が狭いために所望の送受信面を見つけるのが困難な場合にも、超音波画像と手元を交
互に見ながら検査を行なうことが必要である。
【０００３】
　ところで、操作者が超音波画像において、例えば穿刺針を刺入する目標部分に、マーカ
ー（ｍａｒｋｅｒ）を設定する場合がある。このマーカーの設定は、穿刺針を刺入する前
に行われる。従って、操作者は、先ず所望の断面についての超音波画像を表示させた後に
、その超音波画像においてマーカーを設定する。超音波プローブには、三次元空間におけ
る位置を検出する位置センサが設けられており、超音波画像においてマーカーが設定され
ることにより、そのマーカーの三次元空間における位置が記憶される（例えば、特許文献
１参照）。
【０００４】
　操作者は、マーカーを設定した後に、穿刺針を刺入する準備を行なうために、一旦超音
波プローブを置く。そして、穿刺針を刺入する準備が整うと、マーカーが設定された位置
が超音波の送受信面に含まれるよう超音波プローブの位置及び角度を調節して、超音波画
像に再びマーカーを表示させる。
【０００５】
　また、超音波プローブから送信された超音波が、被検体内にせん断波を発生させ、この
せん断波の伝搬速度が計測されることにより、被検体の生体組織の弾性を計測する手法が
ある（例えば、特許文献２参照）。この計測手法においては、操作者が超音波プローブを
静止するとともに、被検体が息止めを行なうことによって、超音波画像が静止した後に、
操作者は、超音波プローブから超音波を送信してせん断波を発生させる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１４－１６１５９８号公報
【特許文献２】特開２０１５－１５０３７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　操作者は、上述のように、超音波画像に再びマーカーを表示させるために超音波プロー
ブの位置を調整したり、せん断波を用いた弾性計測を行なうために超音波プローブを静止
させたりする場合に、手元を見る必要性が生じる場合がある。従って、操作者が手元を見
ていても、超音波の送受信面の位置や超音波の送受信面の移動速度が、予め定められた位
置又は速度になったことを知ることができれば、超音波検査や治療などの質及び効率等を
向上させることが期待される。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述の課題を解決するためになされた一の観点の発明は、三次元空間における被検体に
対して超音波の送受信を行なう超音波プローブであって、発光部が設けられた超音波プロ
ーブと、この超音波プローブによって形成される超音波の送受信面の前記三次元空間にお
ける位置座標を検出する位置検出部と、この位置検出部で検出された送受信面の位置座標
に基づいて、前記送受信面の位置又は前記送受信面の移動速度が予め定められた位置又は
速度になったか否かを判定する判定部と、この判定部によって、前記送受信面の位置又は
前記送受信面の移動速度が予め定められた位置又は速度になったと判定された場合に、前
記発光部の発光状態を変化させる発光制御部と、を備えることを特徴とする超音波診断装



(5) JP 2017-60587 A 2017.3.30

10

20

30

40

50

置である。
【発明の効果】
【０００９】
　上記観点の発明によれば、前記超音波プローブに発光部が設けられており、この発光部
の発光状態が、前記送受信面の位置又は前記送受信面の移動速度が予め定められた位置又
は速度になったと判定された場合に変化する。従って、操作者は、手元を見たままでも、
前記送受信面の位置又は前記送受信面の移動速度が予め定められた位置又は速度になった
ことを知ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態における超音波診断装置の概略構成の一例を示すブロック図で
ある。
【図２】超音波プローブの拡大図である。
【図３】図１に示された超音波診断装置における表示処理部の詳細を示すブロック図であ
る。
【図４】制御部の機能の一部を示すブロック図である。
【図５】マーカーが設定された超音波画像が表示された表示部を示す図である。
【図６】第一実施形態の変形例における制御部の機能の一部を示すブロック図である。
【図７】発光部の他例が設けられた超音波プローブの拡大図である。
【図８】発光部の他例が設けられた超音波プローブの拡大図である。
【図９】第二実施形態において、図１に示された超音波診断装置におけるエコーデータ処
理部の詳細を示すブロック図である。
【図１０】第二実施形態において、図１に示された超音波診断装置における表示処理部の
詳細を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態について図面に基づいて説明する。
（第一実施形態）
　先ず、第一実施形態について説明する。図１に示す超音波診断装置１は、超音波プロー
ブ２、送受信ビームフォーマ３、エコーデータ処理部４、表示処理部５、表示部６、操作
部７、制御部８、記憶部９を備える。前記超音波診断装置１は、コンピュータ（ｃｏｍｐ
ｕｔｅｒ）としての構成を備えている。
【００１２】
　超音波プローブ２は、アレイ状に配置された複数の超音波振動子（図示省略）を有して
構成され、この超音波振動子によって三次元空間における被検体に対して超音波を送信し
、そのエコー信号を受信する。
【００１３】
　超音波プローブ２には、例えばホール素子で構成される磁気センサ１０（後述の図２で
は図示省略）が設けられている。この磁気センサ１０により、前記三次元空間に設置され
た磁気発生部１１から発生する磁気が検出されるようになっている。磁気発生部１１は、
例えば磁気発生コイルで構成される。
【００１４】
　磁気センサ１０における検出信号は、表示処理部５へ入力されるようになっている。磁
気センサ１０における検出信号は、図示しないケーブルを介して表示処理部５へ入力され
てもよいし、無線で表示処理部５へ入力されてもよい。磁気センサ１０は、本発明におけ
る磁気センサの実施の形態の一例である。また、磁気発生部１１は、本発明における磁気
発生部の実施の形態の一例である。
【００１５】
　また、超音波プローブ２の表面には、図２に拡大して示すように、発光部１２が設けら
れている。発光部１２は、例えばＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）
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で構成される。本例では、発光部１２は、超音波の送受信が行われる時に、超音波プロー
ブ２において、操作者が把持する把持部２ａの端部近傍に設けられている。発光部１２は
、本発明における発光部の実施の形態の一例である。
【００１６】
　送受信ビームフォーマ３は、超音波プローブ２から所定の走査条件で超音波を送信する
ための電気信号を、制御部８からの制御信号に基づいて超音波プローブ２に供給する。ま
た、送受信ビームフォーマ３は、超音波プローブ２で受信したエコー信号について、Ａ／
Ｄ変換、整相加算処理等の信号処理を行ない、信号処理後のエコーデータを前記エコーデ
ータ処理部４へ出力する。
【００１７】
　エコーデータ処理部４は、送受信ビームフォーマ３から出力されたエコーデータに対し
、超音波画像を作成するための処理を行なう。例えば、エコーデータ処理部４は、対数圧
縮処理、包絡線検波処理等のＢモード処理を行ってＢモードデータを作成する。
【００１８】
　表示処理部５は、図３に示すように、位置特定部５１、マーカー設定部５２及び画像表
示制御部５３を有する。位置特定部５１は、磁気センサ１０からの磁気検出信号に基づい
て、磁気発生部１１を原点とする三次元空間の座標系における超音波プローブ２の位置座
標及び向きを特定する。そして、位置特定部５１は、超音波プローブ２の位置座標及び向
きに基づいて、超音波プローブ２によって形成される超音波の送受信面の位置座標を、前
記三次元空間の座標系において特定する。位置特定部５１及び磁気センサ１０は、本発明
における位置検出部の実施の形態の一例である。位置特定部５１及び磁気センサ１０を含
む位置検出部の位置検出機能は、本発明における位置検出機能の実施の形態の一例である
。
【００１９】
　マーカー設定部５２は、表示部６に表示されたＢモード画像などの超音波画像に、マー
カーＭＫを設定する（図５参照）。マーカー設定部５２は、操作部７における操作者の入
力を受けて、マーカーＭＫを設定する。操作者は、超音波画像における被検体の注目部分
にマーカーＭＫを設定する。
【００２０】
　画像表示制御部５３は、エコーデータ処理部４から入力されたデータを、スキャンコン
バータ（Ｓｃａｎ　Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）によって走査変換して超音波画像データを作成
する。例えば、画像表示制御部５３は、Ｂモードデータを走査変換してＢモード画像デー
タを作成する。画像表示制御部５３及びエコーデータ処理部４は、本発明におけるデータ
作成部の実施の形態の一例である。
【００２１】
　また、画像表示制御部５４は、超音波画像データに基づいて表示部６に超音波画像を表
示させる。超音波画像は、例えば前記Ｂモード画像データに基づくＢモード画像である。
【００２２】
　前記表示部６は、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）や有機Ｅ
Ｌ（Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）ディスプレイなどである。
【００２３】
　操作部７は、ユーザーが指示や情報を入力するデバイスである。例えば、操作部７は、
特に図示しないが、ボタンやキーボード（ｋｅｙｂｏａｒｄ）などを含み、さらにトラッ
クボール（ｔｒａｃｋｂａｌｌ）等のポインティングデバイス（ｐｏｉｎｔｉｎｇ　ｄｅ
ｖｉｃｅ）などを含んでいる。
【００２４】
　制御部８は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）等のプロセ
ッサーである。制御部８は、記憶部９に記憶されたプログラムを読み出し、超音波診断装
置１の各部を制御する。例えば、制御部８は、記憶部９に記憶されたプログラムを読み出
し、読み出されたプログラムにより、送受信ビームフォーマ３、エコーデータ処理部４及
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び表示処理部５の機能を実行させる。
【００２５】
　制御部８は、送受信ビームフォーマ３の機能のうちの全て、エコーデータ処理部４の機
能のうちの全て及び表示処理部５の機能のうちの全ての機能をプログラムによって実行し
てもよいし、一部の機能のみをプログラムによって実行してもよい。制御部８が一部の機
能のみを実行する場合、残りの機能は回路等のハードウェアによって実行されてもよい。
【００２６】
　なお、送受信ビームフォーマ３、エコーデータ処理部４及び表示処理部５の機能は、回
路等のハードウェアによって実現されてもよい。
【００２７】
　また、制御部８は、図４に示す判定部８１による判定機能及び発光制御部８２による発
光制御機能をプログラムによって実行させる。判定部８１は、位置特定部５１で特定され
た超音波の送受信面の位置座標に基づいて、前記送受信面の位置が予め定められた位置に
なったか否かを判定する。詳細は後述する。判定部８１は、本発明における判定部の実施
の形態の一例である。また、判定部８１による判定機能は、本発明における判定機能の実
施の形態の一例である。
【００２８】
　発光制御部８２は、発光部１２の発光状態を変化させる。詳細は後述する。発光制御部
８２は、本発明における発光制御部の実施の形態の一例である。また、発光制御部８２に
よる発光制御機能は、本発明における発光制御機能の実施の形態の一例である。
【００２９】
　記憶部９は、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ：ハードディスクドライブ）や
、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）やＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ
　Ｍｅｍｏｒｙ）等の半導体メモリ（Ｍｅｍｏｒｙ）などである。
【００３０】
　超音波診断装置１は、記憶部９として、ＨＤＤ、ＲＡＭ及びＲＯＭの全てを有していて
もよい。また、記憶部９は、ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｋ）やＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａ
ｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）などの可搬性の記憶媒体であってもよい。
【００３１】
　制御部８によって実行されるプログラムは、ＨＤＤやＲＯＭなどの非一過性の記憶媒体
に記憶されている。また、前記プログラムは、ＣＤやＤＶＤなどの可搬性を有し非一過性
の記憶媒体に記憶されていてもよい。
【００３２】
　さて、本例の超音波診断装置１の作用について説明する。ここでは、穿刺針を用いて、
腫瘍などの患部を焼灼する場合の作用について説明する。
【００３３】
　先ず、操作者は、図５に示すように超音波画像ＵＩにおいてマーカーＭＫを設定する。
操作者は、先ず腫瘍など穿刺針を刺入する対象を含む所望の断面Ｄについての超音波画像
ＵＩが表示部６に表示されるように超音波プローブ２の位置や角度を調節する。
【００３４】
　所望の断面Ｄについての超音波画像ＵＩが表示されると、操作者は、操作部７において
マーカーＭＫを表示させる入力を行なう。この入力に基づいて、マーカー設定部５２は、
表示部６にマーカーＭＫを表示させる。そして、操作者が操作部７のトラックボール等を
用いて、マーカーＭＫを移動させる入力を行なうと、この入力に基づいて、マーカー設定
部５２は、マーカーＭＫを移動させる。操作者が、穿刺針を刺入する対象の位置において
、マーカーＭＫの位置を確定させる入力を操作部７において行なうと、マーカー設定部５
２は、磁気発生部１１を原点とする三次元空間におけるマーカーＭＫの位置座標を特定し
、その位置座標を記憶部９に記憶させる。
【００３５】
　マーカー設定部５２は、位置特定部５１によって特定された超音波の送受信面の位置座
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標と、超音波画像ＵＩにおけるマーカーＭＫの位置とに基づいて、三次元空間におけるマ
ーカーＭＫの位置座標を特定する。
【００３６】
　次に操作者は、穿刺針を刺入する準備を行なうため、所望の断面Ｄにおける超音波の送
受信を中断して、超音波プローブ２を置く。穿刺針を刺入する準備が完了すると、操作者
は、再び所望の断面Ｄについての超音波画像ＵＩが表示されるように超音波プローブ２の
位置や角度を調節する。
【００３７】
　判定部８１は、位置特定部５１によって前記三次元空間における位置座標が検出された
超音波の送受信面に、前記三次元空間において設定されたマーカーＭＫの位置座標が含ま
れるか否かを判定する。そして、判定部８１は、超音波の送受信面にマーカーＭＫの位置
座標が含まれる場合に、超音波の送受信面の位置が予め定められた位置になったと判定す
る
【００３８】
　判定部８１によって、超音波の送受信面にマーカーＭＫの位置座標が含まれると判定さ
れた場合、発光制御部８２は発光部１２を発光させる。一方、判定部８１によって、超音
波の送受信面にマーカーＭＫの位置座標が含まれていないと判定された場合、発光制御部
８２は発光部１２を発光させない。従って、超音波の送受信面にマーカーＭＫの位置座標
が含まれるか否かにより、発光制御部８２は発光部１２の発光状態を変化させる。
【００３９】
　操作者は、発光部１２が発光したことを確認すると、穿刺針による焼灼治療を開始する
。
【００４０】
　本例によれば、操作者は、表示部６を見ずに手元を見ていても、発光部１２が発光した
ことによって、超音波の送受信面が、マーカーＭＫが設定された位置を含む断面になった
ことを知ることができる。従って、操作者は、穿刺針自体や、穿刺針と超音波プローブ２
の位置関係を見たりして、穿刺針の刺入位置や角度を確認したい場合に、超音波画像を見
なくても、穿刺針を刺入する対象を含む断面に、超音波の送受信面が位置していることを
知ることができるので、超音波検査や治療などの質及び効率等を向上させることが期待さ
れる。
【００４１】
　次に、第一実施形態の変形例について説明する。本例においては、制御部８は、判定部
８１による判定機能及び発光制御部８２による発光制御機能の他、図６に示す距離算出部
８３による距離算出機能をプログラムによって実行させる。
【００４２】
　距離算出部８３は、磁気発生部１１を原点とする三次元空間に設定されたマーカーＭＫ
の位置座標と、位置特定部５１によって特定された超音波の送受信面の位置との距離を算
出する。ここでの距離は、例えばマーカーＭＫの位置座標と送受信面の位置との最短距離
である。
【００４３】
　判定部８１は、距離算出部８３で算出された距離Ｘが、予め定められた距離Ｘｔｈ以下
（Ｘ≦Ｘｔｈ）になったか否かを判定する。判定部８１は、距離算出部８３で算出された
距離Ｘが、予め定められた距離Ｘｔｈ以下になった場合に、超音波の送受信面の位置が予
め定められた位置になったと判定する。
【００４４】
　判定部８１により、Ｘ≦Ｘｔｈであると判定された場合（ただし、Ｘ≠０）、発光制御
部８２は発光部１２を第一の輝度Ｂｒ１で発光させる。一方、判定部８１により、Ｘ＞Ｘ
ｔｈであると判定された場合、発光制御部８２は発光部１２を発光させない。
【００４５】
　また、判定部８１によって、超音波の送受信面にマーカーＭＫの位置座標が含まれると
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判定された場合、発光制御部８２は第二の輝度Ｂｒ２で発光部１２を発光させる。第二の
輝度Ｂｒ２は第一の輝度Ｂｒ１よりも高輝度であるものとする（Ｂｒ２＞Ｂｒ１）。
【００４６】
　この変形例によれば、超音波の送受信面が、マーカーＭＫが設定された位置に近づくと
第一の輝度Ｂｒ１で発光部１２が発光し、超音波の送受信面が、マーカーＭＫが設定され
た位置を含むと第二の輝度Ｂｒ２で発光部１２が発光する。このように、超音波の送受信
面とマーカーＭＫの位置座標との距離に応じて、発光部１２の発光状態が変化するので、
操作者は手元を見ながら、発光部１２の発光状態に注目することにより、超音波の送受信
面が、穿刺針の穿刺対象を含むように、より容易に位置させることができる。
【００４７】
　発光部１２は、異なる色で発光するようになっていてもよい。この場合、上述において
、超音波の送受信面とマーカーＭＫの位置座標との距離に応じて、発光部１２の発光色が
変化してもよい。すなわち、判定部８１により、Ｘ≦Ｘｔｈであると判定された場合（た
だし、Ｘ≠０）、発光制御部８２は発光部１２を第一の色Ｃｌ１で発光させる。また、判
定部８１によって、超音波の送受信面にマーカーＭＫの位置座標が含まれると判定された
場合、発光制御部８２は第二の色Ｃｌ２で発光部１２を発光させる。
【００４８】
　発光部１２は、ＬＥＤではなく、図７に示すように、液晶ディスプレイ１２１によって
構成されていてもよい。この場合、液晶ディスプレイ１２１の発光色が変化するようにな
っていてもよい。
【００４９】
　また、発光部１２は、図８に示すように、複数の発光部１２Ａ，１２Ｂ，１２Ｃ，１２
Ｄ，１２Ｅによって構成されていてもよい。この場合、上述の予め定められた距離Ｘｔｈ
は、複数の異なる距離Ｘｔｈ１，Ｘｔｈ２，Ｘｔｈ３，Ｘｔｈ４（Ｘｔｈ１＞Ｘｔｈ２＞
Ｘｔｈ３＞Ｘｔｈ４＞０）であってもよい。判定部８１は、距離算出部８３で算出された
距離Ｘが、距離Ｘｔｈ１，Ｘｔｈ２，Ｘｔｈ３，Ｘｔｈ４以下になったか否かを判定する
。
【００５０】
　判定部８１により、Ｘｔｈ２＜Ｘ≦Ｘｔｈ１であると判定された場合、発光制御部８２
は発光部１２Ａを発光させ、他の発光部１２Ｂ～１２Ｅは発光させない。判定部８１によ
り、Ｘｔｈ３＜Ｘ≦Ｘｔｈ２であると判定された場合、発光制御部８２は発光部１２Ａ，
１２Ｂを発光させ、他の発光部１２Ｃ～１２Ｅは発光させない。判定部８１により、Ｘｔ
ｈ４＜Ｘ≦Ｘｔｈ３であると判定された場合、発光制御部８２は発光部１２Ａ～１２Ｃを
発光させ、他の発光部１２Ｄ，１２Ｅは発光させない。判定部８１により、０＜Ｘ≦Ｘｔ
ｈ４であると判定された場合、発光制御部８２は発光部１２Ａ～１２Ｄを発光させ、他の
発光部１２Ｅは発光させない。
【００５１】
　また、判定部８１によって、超音波の送受信面にマーカーＭＫの位置座標が含まれると
判定された場合（Ｘ＝０）、発光制御部８２は全ての発光部１２Ａ～１２Ｅを発光させる
。
【００５２】
　このように複数の発光部１２Ａ～１２Ｅの発光状態が変化することにより、操作者は、
手元を見ながら、超音波の送受信面とマーカーＭＫの位置座標との距離のより細かい変化
を知ることができる。
【００５３】
　ただし、一つの発光部１２のみが設けられている場合であっても、発光部１２が異なる
色で発光するようになっていることにより、超音波の送受信面とマーカーＭＫの位置座標
との距離のより細かい変化を知ることができる。すなわち、判定部８１が、距離算出部８
３で算出された距離Ｘが距離Ｘｔｈ１，Ｘｔｈ２，Ｘｔｈ３，Ｘｔｈ４以下になったか否
かを判定し、判定結果に応じて、発光制御部８２が発光部１２を異なる色で発光させる。
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【００５４】
　予め定められた距離Ｘｔｈの数をより多くすることにより、発光部１２の輝度や色が連
続的に変化するようにしてもよい。
【００５５】
（第二実施形態）
　次に、第二実施形態について説明する。ただし、第一実施形態と同一事項については説
明を省略する。
【００５６】
　本例では、超音波プローブから送信された超音波が、被検体内にせん断波を発生させ、
このせん断波の伝搬速度が計測される。具体的には、図９に示すように、エコーデータ処
理部４は、Ｂモード処理部４１、伝搬速度算出部４２及び弾性値算出部４３を有する。Ｂ
モード処理部４１は、送受信ビームフォーマ３から出力されたエコーデータに対し、対数
圧縮処理、包絡線検波処理等のＢモード処理を行い、Ｂモードデータを作成する。
【００５７】
　伝搬速度算出部４２は、送受信ビームフォーマ３から出力されたエコーデータに基づい
て、前記せん断波の伝搬速度を算出する。弾性値算出部４３は、プッシュパルスが送信さ
れた生体組織の弾性値を、前記伝搬速度に基づいて算出する。前記伝搬速度及び前記弾性
値は、生体組織の弾性に関する計測値である。
【００５８】
　ちなみに、前記伝搬速度のみが算出され、前記弾性値は必ずしも算出されなくてもよい
。前記伝搬速度のデータ又は前記弾性値のデータを、弾性データと云うものとする。
【００５９】
　また、図１０に示すように、表示処理部５は、動き検出部５４を有している。この動き
検出部５４は、被検体における同一部分についての時間的に異なる二つのフレームの超音
波画像データに対して画像の相関演算を行なって、超音波画像の動きを検出する。超音波
画像の動きには、超音波プローブ２の移動に伴う動きと、心拍などによる生体組織自体の
動きとが含まれる。動き検出部５４は、超音波画像に設定された関心領域を対象にして画
像の相関演算を行ない、超音波画像の動きを検出する。動き検出部５４は、本発明におけ
る動き検出部の実施の形態の一例である。
【００６０】
　後述するように、本例では、判定部８１は、位置特定部５１で特定された超音波の送受
信面の位置座標に基づいて、送受信面の移動速度が予め定められた速度になったか否かを
判定する。
【００６１】
　本例の超音波診断装置１の作用について説明する。先ず、操作者は、表示部６にＢモー
ド画像を表示させて、生体組織の弾性を計測したい所望の断面Ｄ′を探す。操作者は、所
望の断面Ｄ′を見つけると、超音波プローブ２を静止させる。判定部８１は、位置特定部
５１によって特定される超音波の送受信面の位置に基づいて、超音波の送受信面の移動速
度が零になったか否かを判定する。そして、判定部８１は、超音波の送受信面の移動速度
が零になった場合に、超音波の送受信面の移動速度が予め定められた速度になったと判定
する。ちなみに、送受信面の移動は、例えば、操作者が、超音波プローブ２を体表面上に
おいて移動させたり、超音波プローブ２を煽ったりすることにより生じる。
【００６２】
　また、判定部８１は、動き検出部５４によって超音波画像の動きが検出されたか否かを
判定する。
【００６３】
　判定部８１によって、超音波の送受信面の移動速度が零になったと判定され、なおかつ
動き検出部５４によって超音波画像の動きが検出されないと判定された場合（第一の場合
）、発光制御部８２は発光部１２を発光させる。一方、判定部８１によって、超音波の送
受信面の移動速度が零になっていないと判定されるか、または動き検出部５４によって超
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音波画像の動きが検出されたと判定された場合（第二の場合）、発光制御部８２は発光部
１２を発光させない。従って、超音波の送受信面の移動速度が零になったか否か及び呼吸
等による生体組織自体の動きがなくなったか否かにより、発光制御部８２は発光部１２の
発光状態を変化させる。
【００６４】
　操作者は、発光部１２が発光したことを確認すると、被検体の生体組織にせん断波を発
生させる超音波（プッシュパルス）を超音波プローブ２から送信させる入力を、操作部７
において行なう。この入力により、せん断波を発生させる超音波が送信され、せん断波の
伝搬速度が伝搬速度算出部４２によって算出される。また、伝搬速度に基づいて、生体組
織の弾性値が弾性値算出部４３によって算出される。
【００６５】
　本例によれば、操作者は、発光部１２が発光したことによって、超音波プローブ２が静
止状態にあり、生体組織の動きがないことを知ることができるので、せん断波を発生させ
る超音波を送信するタイミングを知ることができる。
【００６６】
　以上、本発明を前記実施形態によって説明したが、本発明はその主旨を変更しない範囲
で種々変更実施可能なことはもちろんである。例えば、第一実施形態において、超音波の
送受信面にマーカーＭＫの位置座標が含まれている場合と含まれていない場合とで、発光
部１２の発光色や輝度が変化してもよい。また、第二実施形態において、超音波の送受信
面の移動速度が零になったと判定され、なおかつ動き検出部５４によって超音波画像の動
きが検出されないと判定された場合（第一の場合）と、超音波の送受信面の移動速度が零
になっていないと判定されるか、または動き検出部５４によって超音波画像の動きが検出
されたと判定された場合（第二の場合）とで、発光部１２の発光色や輝度が変化してもよ
い。
【００６７】
　また、第一実施形態において、マーカーＭＫは複数設定されてもよい。この場合、マー
カーＭＫの色が異なっていてもよい。マーカーＭＫの色が異なっている場合、マーカーＭ
Ｋの色と同じ色で発光部１２が発光してもよい。
【符号の説明】
【００６８】
　　１　超音波診断装置
　　２　超音波プローブ
　　１０　磁気センサ
　　１１　磁気発生部
　　１２　発光部
　　５１　位置特定部
　　５４　動き検出部
　　８１　判定部
　　８２　発光制御部
　　８３　距離算出部
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